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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性線硬化成分を含有させた塗布液を少なくとも１つ調製する塗布液調製工程と、
　前記塗布液を支持体上に塗布して少なくとも１つの塗膜を形成する塗布工程と、
　前記塗膜に活性線を照射する照射工程と、
　前記照射した塗膜を乾燥する乾燥工程と、を順に備え、
　前記照射工程では、前記塗膜が湿潤状態にある状態で活性線を照射して、塗膜中の硬化
成分の硬化率を１０～８０％まで上昇させ、
　且つ前記乾燥工程では、活性線照射終了時から前記塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時
固形分濃度の８０％に達するまでの間、前記塗膜から蒸発する溶媒の平均蒸発速度が３．
００ｇ／ｍ２・秒以下になるように乾燥し、
　前記活性線硬化成分は、活性線硬化モノマー以外に分子量が２５００以上の活性線硬化
樹脂を、前記塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含有し、且つ前記活性線硬化樹脂
と前記活性線硬化モノマーとの合計固形分濃度として３０質量％以上含有することを特徴
とする塗膜付きフィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記乾燥工程の次に、前記塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％を超
えた状態から乾燥が終了するまで、前記塗膜から蒸発する溶媒の平均蒸発速度が３．００
ｇ／ｍ２・秒を超えた乾燥条件で乾燥する第２乾燥工程を行い、その後、前記塗膜に活性
線を照射して硬化反応を最後まで行う第２照射工程を行う請求項１に記載の塗膜付きフィ
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ルムの製造方法。
【請求項３】
　前記活性線硬化成分は、分子量１０万以上の活性線硬化樹脂を含まない請求項１又は２
に記載の塗膜付きフィルムの製造方法。
【請求項４】
　前記活性線が紫外線光であり、紫外線光の照度が１０ｍＷ／ｃｍ２以上であり、紫外線
光照射量が１０ｍＪ／ｃｍ２以上である請求項１～３のいずれか１項に記載の塗膜付きフ
ィルムの製造方法。
【請求項５】
　前記活性線が単波長である請求項４に記載の塗膜付きフィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗膜付きフィルムの製造方法に関し、特に、活性線硬化成分を含む塗布液を
支持体上に塗布した後、塗膜に活性線を照射する工程と塗膜を乾燥する工程とを有する塗
膜付きフィルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　支持体（下塗層を有する場合も含む）上に塗布液を塗布して塗膜付きフィルムを製造す
る技術は、光学フィルム等の機能性フィルムの製造分野において幅広く使用されている。
【０００３】
　しかし、樹脂フィルム等の支持体と塗膜との界面における干渉ムラの問題、支持体に複
数の塗布液を同時重層塗布する場合の層間混合の問題等によって、充分な機能が発揮され
ないという問題がある。
【０００４】
　例えば、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイに設けられる反射防止膜は、膜の剥
がれや、傷付き等の恐れがあることから、その防止策として反射防止膜と支持体との間に
ハードコート層が通常設けられる。しかし、ハードコート層を支持体と反射防止膜との間
に設けると干渉ムラ（油ジミ状、虹色のムラ）が発生し、ディスプレイの視認性が劣化す
るという問題が発生する。
【０００５】
　このような、干渉ムラの問題を解決するために、特許文献１に記載の光学支持体の製造
方法は、基材（支持体に相当）を溶解または膨潤させる性質を持った溶剤を使用すること
により、基剤とハードコート層の界面に微小な凹凸を不連続に形成している。これにより
、干渉ムラを抑制できるとしている。
【０００６】
　また、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイには、反射防止機能と防眩機能などの
複数の機能を有する多層膜を形成することも多い。この場合、塗布と乾燥とを繰り返す逐
次塗布ではリードタイムも長く、層間に異物が入る可能性も高くなるので、複数の塗布液
を同時重層塗布することが行われている。しかし、同時重層塗布方式は、同時に複数の層
を製膜するので、層間が混合しやすいという問題がある。
【０００７】
　この層間混合の問題を解決するために、特許文献２に開示された光学支持体の製造方法
では、電離放射線硬化性樹脂を含有する（Ａ）層及び（Ｂ）層を形成するための樹脂組成
物を同時重層塗布し、１回目の電離放射線照射を行い、次いで乾燥し、２回目の電離放射
線照射を行って最終段階まで硬化させるようにしている。これにより、層間混合を防止し
て各層間での機能分離に支障をきたすことのない光学支持体を製造することができるとし
ている。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２の塗膜付きフィルムの製造方法では、干渉ムラ
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や層間混合が充分に改善されないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第４１３５３６４号公報
【特許文献２】特開２００８―２５０２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、出願人は、上記の干渉ムラの問題、層間混合の問題を解決する対策として、活
性線硬化成分として、活性線硬化モノマー以外に分子量２５００以上の活性線硬化樹脂を
所定濃度以上含有させた塗布液を支持体上に塗布し、塗膜が湿潤状態にある状態で活性線
を照射することを提案している（特願２０１１－２１２９３８、特願２０１１－１８３０
３７）。
【００１１】
　このように、硬化成分として活性線硬化モノマー以外に活性線硬化樹脂を含有させたこ
とで、塗膜が湿潤状態にある状態で活性線を照射しても塗膜の硬化反応を効果的に進める
ことができる。これにより、支持体と塗膜との界面での干渉ムラの問題、支持体に複数の
塗布液を同時重層塗布する場合の層間混合の問題を解決できる。
【００１２】
　しかしながら、活性線硬化成分を含有する塗膜に活性線を照射した後、塗膜に残存する
溶剤を乾燥すると、塗膜が白化（塗膜が白く見える現象）するという新たな問題が生じた
。そして、この新たな白化の問題は、活性線硬化成分の種類に関係なく発現する。　　
【００１３】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、活性線硬化成分を含有する塗膜に
活性線を照射して硬化した後に塗膜を乾燥しても塗膜が白化しないようにできる塗膜付き
フィルムの製造方法を提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明は、白化防止のみならず単層塗布の場合の干渉ムラ防止、多層同時塗布の
場合の層間混合防止をも達成できる塗膜付きフィルムの製造方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の塗膜付きフィルムの製造方法は、前記目的を達成するために、活性線硬化成分
を含有させた塗布液を少なくとも１つ調製する塗布液調製工程と、前記塗布液を支持体上
に塗布して少なくとも１つの塗膜を形成する塗布工程と、前記塗膜に活性線を照射する照
射工程と、前記照射した塗膜を乾燥する乾燥工程と、を順に備え、前記照射工程では、前
記塗膜が湿潤状態にある状態で活性線を照射して、塗膜中の硬化成分の硬化率を１０～８
０％まで上昇させ、且つ前記乾燥工程では、活性線照射終了時から前記塗膜の固形分濃度
が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの間、前記塗膜から蒸発する溶媒の平
均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下になるように乾燥し、前記活性線硬化成分は、活
性線硬化モノマー以外に分子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を、前記塗布液中に固形
分濃度として３質量％以上含有し、且つ前記活性線硬化樹脂と前記活性線硬化モノマーと
の合計固形分濃度として３０質量％以上含有することを特徴とする。
【００１６】
　なお、上記の照射工程において「塗膜が湿潤状態にある状態で活性線を照射」とは塗膜
が溶媒を１０質量％以上含む状態を意味する。
【００１７】
　また、乾燥工程において「塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達
するまで」とは、減率乾燥開始時の固形分濃度を例えば５０％としたときに、塗膜の固形
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分濃度は５０×０．８で計算される４０％に達するまでを意味する。即ち、塗膜の乾燥が
恒率乾燥から減率乾燥に移行するポイントの少し前の時点での固形分濃度を言う。ちなみ
に、固形分濃度（％）は、固形分の質量をＡ、揮発成分（溶媒等）の質量をＢとしたとき
に、［Ａ／（Ａ＋Ｂ）］×１００で表される。
【００１８】
　また、塗布液中の活性線硬化成分としては、特に限定されず、活性線硬化モノマー、活
性線硬化樹脂を使用することができる。また、塗布液中には、活性線硬化成分以外に、目
的の機能特性を示すための成分や添加物を含有させてもよいことは勿論である。
【００１９】
　本発明者は、活性線硬化成分を含有する塗膜に活性線を照射しないでそのまま乾燥した
場合や、活性線を照射したとしても塗膜中の硬化成分の硬化率がほとんど進行しない状態
で乾燥した場合には塗膜が白化せず、硬化率が進行した状態で乾燥する場合のみ塗膜が白
化するとの知見を得た。換言すると、乾燥時における塗膜の白化は、乾燥前の塗膜への活
性線照射による塗膜の硬化に起因する特有の問題であるとの知見を得た。
【００２０】
　発明者は、上記知見に基づいて白化が生じる原因を鋭意研究した結果、活性線の照射に
よって塗膜中の活性線硬化成分の硬化率が１０％以上になることによって、塗膜の乾燥中
に溶剤の抜け（蒸発）が悪くなり、溶剤が突沸する等の乾燥異常によって塗膜面に微細凹
凸が生じて光が散乱し、これにより白化が生じるのではないかと考察した。
【００２１】
　また、硬化率が８０％を超えると塗膜の硬化過多によって硬化収縮率が大きくなり塗膜
が支持体から剥がれるという白化以前の問題が起きるとの知見を得た。
【００２２】
　したがって、塗膜中の活性線硬化成分の硬化率が１０～８０％の範囲の塗膜について乾
燥する場合において白化を防止する必要があることが分かった。
【００２３】
　上記考察に従い、照射工程後の塗膜の乾燥工程における乾燥速度を遅くして溶剤が突沸
する等の乾燥異常が発生するのを防止することを検討した結果、塗膜から蒸発する溶媒の
平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下になるように乾燥することで白化を防止できた
。また、乾燥時に塗膜の白化が発現するのは、活性線照射終了時から塗膜の固形分濃度が
減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの塗膜中に溶剤が充分に存在する場合で
あることが分かった。即ち、塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％を超
えた後は塗膜から蒸発する溶媒の平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒を超えても乾燥を
行っても塗膜の白化は生じないことが分かった。
【００２４】
　本発明は上記知見に基づいて成されたものであり、塗膜が湿潤状態にある状態で活性線
を照射して、塗膜中の硬化成分の硬化率を１０～８０％まで上昇させ、活性線照射終了時
から塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの間、塗膜から
蒸発する溶媒の平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下で乾燥するようにしたので、塗
膜が白化しないようにできる。
【００２５】
　なお、平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下として下限を規定しなかったが、乾燥
するのであるから、蒸発速度がゼロは含まないことは当然である。
【００２６】
　これにより、本発明によれば、塗膜に活性線を照射して硬化した後に塗膜を乾燥しても
塗膜が白化しないようにできる。
【００２７】
　本発明においては、前記活性線硬化成分は、活性線硬化モノマーを含有する以外に分子
量が２５００以上の活性線硬化樹脂を、前記塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含
有し、且つ前記活性線硬化樹脂と前記活性線硬化モノマーとの合計固形分濃度として３０
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質量％以上含有する。
【００２８】
　このように、活性線硬化成分として、活性線硬化モノマーを含有する以外に分子量が２
５００以上の活性線硬化樹脂を使用することによって、白化防止のみならず、単層塗布の
場合には干渉ムラを防止でき、多層同時塗布の場合には、層間混合を防止できる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の塗膜付きフィルムの製造方法によれば、活性線硬化成分を含有する塗膜に活性
線を照射して硬化した後に塗膜を乾燥しても塗膜が白化しないようにできる。
【００３０】
　また、活性線硬化成分として、活性線硬化モノマー以外に分子量が２５００以上の活性
線硬化樹脂を使用することによって、白化防止のみならず単層塗布の場合の干渉ムラ防止
、多層同時塗布の場合の層間混合防止をも達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１の実施の形態での塗膜付きフィルムの製造装置の全体構成図
【図２】塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するとの意味を説明
する説明図
【図３】第１の実施の形態において、塗布液中に活性線硬化樹脂を含有させた作用の説明
図
【図４】第１の実施の形態において、塗布液中に活性線硬化樹脂を含有させたメカニズム
の説明図
【図５】本発明の第２の実施の形態での塗膜付きフィルムの製造装置の全体構成図
【図６】第２の実施の形態において、塗布液中に活性線硬化樹脂を含有させた作用の説明
図
【図７】第２の実施の形態において、塗布液中に活性線硬化樹脂を含有させたメカニズム
の説明図
【図８】本発明の実施例を示す表図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の塗膜付きフィルムの製造方法を実施するため
の形態を詳細に説明する。
【００３３】
　ここで、図中、同一の記号で示される部分は、同様の機能を有する同様の要素である。
また、本明細書中で、数値範囲を“　～　”を用いて表す場合は、“　～　”で示される
上限、下限の数値も数値範囲に含むものとする。
【００３４】
　［本発明の第１の実施の形態］
　図１は、可撓性の帯状支持体２０（例えば樹脂フィルム）上に塗膜１０（例えばハード
コート層）を単層塗布する場合に、本発明の塗膜付きフィルムの製造方法を適用した製造
装置１の全体構成図である。
【００３５】
　なお、本発明の実施の形態では、活性線硬化成分として、活性線硬化モノマー以外に分
子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を用いた例で説明する。
【００３６】
　（塗布液調製工程）
　図１に示す塗布液調整装置１２では、活性線硬化成分として活性線硬化モノマー以外に
分子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を溶媒に含有させた塗布液を調製する。この場合
、活性線硬化樹脂は、塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含有するように塗布液組
成を調整すると共に、活性線硬化樹脂と活性線硬化モノマーとの合計固形濃度として３０
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質量％以上含有する塗布液組成となるように塗布液組成を調製する。
【００３７】
　溶媒としては、帯状支持体２０に浸透可能なものであればよい。例えば、帯状支持体２
０がトリアセチルセルロースである場合は、クロロホルム、塩化メチレン、テトラヒドロ
フラン、酢酸エチル、酢酸メチル、メチルエチルケトン、フェノール、ニトロベンゼン、
クロロフェノール、クロロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロパノール等を好ましく用い
ることができる。
【００３８】
　活性線硬化モノマーとしては、溶媒と一緒に帯状支持体２０へ浸透可能なサイズのもの
であればよい。例えば、帯状支持体２０がトリアセチルセルロースである場合は、ジペン
タエリスリトールヘキサアクリレート、ネオペンチルグリコールアクリレート、１，６－
ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート
等のアルキレングリコールの（メタ）アクリル酸ジエステル類；トリエチレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト等のポリオキシアルキレングリコールの（メタ）アクリル酸ジエステル類；ペンタエリ
スリトールジ（メタ）アクリレート等の多価アルコールの（メタ）アクリル酸ジエステル
類；２，２－ビス｛４－（アクリロキシ・ジエトキシ）フェニル｝プロパン、２－２－ビ
ス｛４－（アクリロキシ・ポリプロポキシ）フェニル｝プロパン等のエチレンオキシドあ
るいはプロピレンオキシド付加物の（メタ）アクリル酸ジエステル類；エポキシ（メタ）
アクリレート類、ウレタン（メタ）アクリレート類、ポリエステル（メタ）アクリレート
類等の多官能モノマーや、Ｎ－ビニルピロリドン、エチルアクリレート、プロピルアクリ
レート等のアクリル酸エステル類、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イ
ソプロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、イソオク
チルメタクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレ
ート、ノニルフェニルメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、テトラフルフリルメ
タクリレート、及びそのカプロラクトン変性物などの誘導体、スチレン、α－メチルスチ
レン、アクリル酸等およびそれらの混合物等の単官能モノマーを好ましく使用することが
できる。
【００３９】
　モノマーは、上に列挙した多官能モノマーや単官能モノマーのうち１種類あるいは複数
種類を混合して用いても良いが、塗膜の硬度を高くするためには、多官能モノマーのみを
用いるか、多官能モノマーの割合を使用モノマー全体の８０重量％以上にする方が好まし
い。
【００４０】
　活性線硬化樹脂としては、分子量２５００以上の単官能または多官能のアクリレート、
メタアクリレート、ウレタンアクリレート等を用いることができる。塗布液に含まれる活
性線硬化樹脂は、１種類であっても良いし、分子量の異なる複数の活性線硬化樹脂が含ま
れていても良い。ただし、分子量が１０万以上の活性線硬化樹脂を含む場合は、必ず分子
量が１０万未満の活性線硬化樹脂も含み、かつ、分子量が１０万以上の活性線硬化樹脂よ
りも分子量が１０万未満の活性線硬化樹脂の方が重量割合で多く含まれていることが好ま
しい。即ち、分子量１０万以上の活性線硬化樹脂と分子量１０万未満の活性線硬化樹脂の
塗布液中での量は、分子量１０万以上の活性線硬化樹脂量の方が、分子量１０万未満の活
性線硬化樹脂量の１０質量％よりも少ない方がより好ましく、分子量１０万未満の活性線
硬化樹脂量の１質量％よりも少ない方がより一層好ましく、分子量１０万以上の活性線硬
化樹脂を含まないのが最も好ましい。分子量１０万以上の活性線硬化樹脂の量が少ないほ
ど光の反射を弱める効果が大きいからである。また、活性線硬化モノマーの固形分濃度が
、１質量％以上であることが好ましい。
【００４１】
　なお、塗布液の組成として、上記の活性線硬化成分以外に、目的の機能を発揮させるた
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めの成分や、本願発明の趣旨を逸脱しない範囲で添加剤等を添加できる。
【００４２】
  重合開始剤としては、光ラジカル重合開始剤としては、アセトフェノン類、ベンゾイン
類、ベンゾフェノン類、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキ
サントン類、アゾ化合物、過酸化物類（特開２００１－１３９６６３号等）、２，３－ジ
アルキルジオン化合物類、ジスルフィド化合物類、フルオロアミン化合物類、芳香族スル
ホニウム類、ロフィンダイマー類、オニウム塩類、ボレート塩類、活性エステル類、活性
ハロゲン類、無機錯体、クマリン類などが挙げられる。
【００４３】
　帯状支持体２０としては、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）等を使用することができるが、溶媒は、使用する帯状支持体２０に浸透
可能なものでなければならない。そのような組み合わせとしては、たとえば、帯状支持体
２０にＴＡＣを使用する場合には、溶媒は、クロロホルム、塩化メチレン、テトラヒドロ
フラン、酢酸エチル、酢酸メチル、メチルエチルケトン等を使用できる。また、帯状支持
体２０にＰＥＴを使用する場合には、溶媒は、フェノール、ニトロベンゼン、クロロフェ
ノール、クロロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロパノール等を使用することができる。
【００４４】
　このように調製された塗布液は、配管１４を介して送液ポンプ１６によって塗布装置１
８に送液される。
【００４５】
　（塗布工程）
　図１に示すように、送出装置２２から送り出された帯状支持体２０は、塗布装置１８に
搬送される。そして、帯状支持体２０上に、上記の塗布液調製工程で調製された塗布液が
塗布される。これによって、帯状支持体２０上に塗膜１０が形成される。
【００４６】
　帯状支持体２０の搬送は、巻取装置２４の巻取力で搬送させてもよく、あるいは搬送経
路の途中に図示しないフィードローラ等の搬送装置を設けてもよい。
【００４７】
　また、図１では塗布装置１８としてエクストルージョン型の塗布装置で図示したが、こ
れに限定されるものではない。例えば、グラビアコーティング法、ロールコーティング法
、リバースコーティング法、ダイコーティング法、ナイフコーティング法、ワイヤーバー
コーティング法、ディップコーティング法、スプレーコーティング法、エアーナイフコー
ティング法、カーテンコーティング法等、様々なコーティング法を採用できる。
【００４８】
　（第１照射工程）
　次に、塗膜１０が形成された帯状支持体２０は、第１活性線照射装置２６に搬送され、
塗膜１０が湿潤状態（ウエット状態）にある状態で塗膜１０に活性線が照射される。
【００４９】
　かかる第１照射工程によれば、溶媒と活性線硬化モノマー以外に、分子量が２５００以
上の活性線硬化樹脂を、塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含有し、且つ活性線硬
化樹脂と活性線硬化モノマーとの合計固形濃度として３０質量％以上含有する塗布液組成
となるように調製したので、塗膜１０が湿潤状態にあっても、塗膜１０の硬化反応の進行
を促進できる。そして、短時間の活性線照射で塗膜中の活性線硬化成分の硬化率を１０％
以上に上昇させる。この場合、硬化率が８０％を超えると、塗膜の硬化過多によって硬化
収縮率が大きくなり塗膜が支持体から剥がれるという白化以前の問題が起きる。したがっ
て、活性線照射による塗膜中の活性線硬化成分の硬化率は、１０～８０％の範囲とする。
即ち、第１活性線照射装置２６による第１照射工程では、後述する第２照射工程のように
、塗膜１０の硬化反応を最後まで行って塗膜を完全硬化することではなく、活性線硬化成
分の硬化率を１０～８０％の範囲とすることで、半硬化状態にする。
【００５０】



(8) JP 5619051 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

　塗膜中の活性線硬化成分の硬化率は、所定の照射条件（照射照度、照射量等）において
、照射時間と塗膜中の未重合の活性線硬化成分の残存量との関係を示す検量線を、予め予
備試験等により作成することで把握できる。
【００５１】
　なお、第１照射工程で活性線硬化モノマー以外に活性線硬化樹脂を含有させたことによ
る作用については、後で詳しく説明する。
【００５２】
　活性線としてＵＶ光を使用した場合には、ＵＶ光を照度１０ｍＷ／ｃｍ２以上、照射量
１０ｍＪ／ｃｍ２以上で塗膜に照射することが好ましい。
【００５３】
　第１照射工程では、溶媒を含む湿潤状態の塗膜１０に活性線を照射することが必要であ
る。具体的には、塗膜１０が溶媒を１０質量％以上含有する湿潤状態が好ましく、３０質
量％以上が更に良く、５０質量％以上が特に良い。塗膜１０が乾燥しすぎた状態で活性線
を照射しても、帯状支持体２０と塗膜１０との界面付近で、所望のなだらかな屈折率分布
を得ることができないからである。
【００５４】
　活性線としては、紫外線（ＵＶ光）、電磁波、粒子線等を用いることができるが、紫外
線を用いるのが好ましい。紫外線の照射光源としては、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ
、超高圧水銀ランプ等の様々な市販の紫外線照射光源を採用することができるが、ＬＥＤ
光源を使用することが好ましい。その理由は、ＬＥＤ光源は単波長であり、赤外光による
熱を発生させないので、塗膜から蒸発した溶媒ガスが、熱により発火、もしくは引火する
ことを防ぐことができるからである。
【００５５】
　また、第１照射工程は、不活性気体雰囲気下で行うことが好ましい。その理由は、酸素
が存在する雰囲気下では、酸素が紫外線のエネルギーを吸収してオゾンに変化するので、
紫外線のエネルギーを重合開始剤に効率的に伝えられないからである。同様の理由から、
塗布工程の前に塗布液内から酸素を除去することが好ましい。したがって、塗布液調製工
程と塗布工程との間に、塗布液中の空気を脱気する脱気工程を設けることが好ましい。こ
れにより、紫外線のエネルギーを吸収する酸素が塗布液中から取り除かれるので、紫外線
のエネルギーを効率よく重合開始剤に伝えることができる。ここで、塗布液中から酸素を
除去するには、塗布液を減圧環境に一時的に置く方法を採用することができる。
【００５６】
　（第１乾燥工程）
　次に、塗膜１０に活性線が照射された帯状支持体２０は、第１乾燥装置２８に搬送され
て塗膜１０が乾燥される。この第１乾燥装置２８では、活性線照射終了時から塗膜の固形
分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの間、塗膜から蒸発する溶媒の
平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下になるように乾燥する。
【００５７】
　図２は、塗膜の乾燥曲線Ａを示したものであり、横軸が乾燥時間、縦軸が塗膜中の固形
分濃度又は塗膜中の溶媒濃度を示す。図２に示すように、塗膜は先ず恒率乾燥が行われ、
次に減率乾燥が行われる。図２の点線は恒率乾燥から減率乾燥への移行ポイントＰ、即ち
減率乾燥開始時である。
【００５８】
　そして、第１乾燥装置２８では、活性線照射終了時から塗膜の固形分濃度が減率乾燥開
始時固形分濃度の８０％に達するまでの図２の斜線部分における乾燥を、溶媒の平均蒸発
速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下になる乾燥条件で行う。
【００５９】
　塗膜中の溶媒含有量が多い恒率乾燥期は、溶媒の塗膜１０内移動が充分速く、塗膜１０
表面から揮発する溶媒が充分に存在する。一方、塗膜１０は活性線の照射で硬化が進むこ
とによって塗膜粘度が高く、塗膜１０の乾燥中に溶剤の抜け（蒸発）が悪くなる。したが
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って、塗膜１０内に溶媒が充分に存在する状態で、塗布から照射を経ずに乾燥する場合の
通常の乾燥形態のように溶媒の蒸発速度を大きくして急速乾燥すると、溶剤が突沸する等
の乾燥異常によって塗膜面に微細凹凸が生じる。そして、塗膜１０面の微細凹凸によって
光が散乱し、塗膜１０が白く見える白化現象が生じるものと考察される。
【００６０】
　そこで、本発明の実施の形態では、上記したように、活性線照射終了時から塗膜の固形
分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの間、塗膜から蒸発する溶媒の
平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下になるように乾燥するようにした。これにより
、塗膜が硬化して塗膜粘度が高く塗膜１０内の溶媒が蒸発しにくい条件下で乾燥を行って
も、溶媒が突沸する等の乾燥異常が発生するのを防止することができる。
【００６１】
　なお、塗膜１０を乾燥すると、恒率乾燥期から減率乾燥期に移行する移行ポイントＰに
おいて、湿球温度であった塗膜面温度が急上昇する。したがって、恒率乾燥期から減率乾
燥期への移行は、塗膜面温度を測定することにより判定できる。また、予備試験等によっ
て、帯状支持体２０から所定サイズに切り出した短冊を秤に載せて、乾燥させたときの質
量変化速度を見ることによっても、恒率乾燥期から減率乾燥期への移行を判定できる。し
たがって、予め予備試験等より、図２の乾燥曲線Ａを形成することで、塗膜の固形分濃度
が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するまでの乾燥時間を把握することができる。
【００６２】
　（第２乾燥工程）
　次に、第１乾燥装置２８での塗膜乾燥を終了した帯状支持体２０は、第２乾燥装置３２
に搬送され、減率乾燥開始時固形分濃度の８０％を超えた状態から乾燥が終了するまでの
略減率乾燥期の乾燥を行う。この、減率乾燥期間における塗膜１０の乾燥は、上記のよう
な平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下の緩やかな乾燥を行う必要はなく、乾燥効率
を上げるために通常の乾燥速度で行えばよい。具体的には塗膜から蒸発する溶媒の平均蒸
発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒を超えた乾燥条件で乾燥を行えばよい。
【００６３】
　減率乾燥期は、塗膜１０内の溶媒が少なく塗膜１０表面から揮発する溶媒が少ない状態
であるので、上記した通常の乾燥条件で塗膜１０を乾燥しても塗膜が白化することはない
。
【００６４】
　（第２照射工程）
　次に、第２乾燥装置３２で塗膜１０が急速乾燥された帯状支持体２０は、第２活性線照
射装置３４に搬送され、塗膜１０の硬化反応を最後まで行う。
【００６５】
　以上の工程で製造された塗膜付きフィルムは巻取装置２４に巻き取られる。これにより
、帯状支持体２０上に塗膜１０（例えばハードコート層）が形成された塗膜付きフィルム
が製造される。
【００６６】
　このように、本発明の第１の実施の形態によれば、塗膜１０に活性線を照射して硬化し
た後に塗膜１０を乾燥しても塗膜１０が白化しないようにできる。したがって、塗膜１０
がハードコート層の場合、帯状支持体２０とハードコート層との界面における干渉ムラの
問題と塗膜１０が白化するという問題の両方を解決できる。
【００６７】
　　＜塗布液に活性線硬化樹脂を含有させた作用＞
　塗布液に、硬化成分として活性線硬化モノマー以外に活性線硬化樹脂を含有させたこと
によって、帯状支持体２０と塗膜（例えばハードコート層）との界面における干渉ムラを
防止できる作用を説明する。
【００６８】
  図３は、塗膜１０と帯状支持体２０とで構成された塗膜付きフィルムの断面と断面内で
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の屈折率分布とを示している。屈折率分布は、屈折率分布グラフ３０で表されている。屈
折率分布グラフ３０では、横軸（Ｘ軸）が屈折率を表し、縦軸（Ｙ軸）が、塗膜１０と支
持体２０の断面の対応位置を表している。
【００６９】
　例えば特許文献１のように、塗布後に塗膜１０を自然乾燥させると、溶媒の蒸発が進ん
で塗膜１０の粘度が上がるまで時間がかかる。これにより、溶媒とそれに溶解した活性線
硬化モノマーが帯状支持体２０へ浸透してしまう。その結果、図３の（Ｄ）のように、中
間層４０内の層厚み方向の素材分布が略均一になってしまい、中間層４０内の層厚み方向
の屈折率分布が略均一になってしまう。
【００７０】
　ここで、図３（Ｄ）は、従来方法で製造された塗膜付きフィルムの断面とその屈折率分
布を示す図である。そして、帯状支持体２０と中間層４０の界面、及び中間層４０と塗膜
１０の界面付近での屈折率変化が急峻になってしまう。これが、特許文献１で干渉ムラを
充分抑制できない原因である。
【００７１】
  そこで本発明者らは、塗布直後に帯状支持体２０の近傍～中間層内の硬化成分を適度に
硬化させて粘度を上げることにより、溶媒・硬化混合成分の基材への浸透速度を制御し、
中間層４０内の層厚み方向の素材分布に傾斜をつけることができるのではないかと考えた
。しかし、硬化成分として活性線硬化モノマーしか入っていない特許文献１の塗布液では
、塗布直後に活性線照射しても、ほとんど塗膜１０の硬化反応が進まないことが分かった
。その理由として、塗布直後の湿潤状態にある塗膜１０中に溶媒が多くて活性線硬化モノ
マー間距離が離れすぎていることにより、架橋点同士が離れすぎているからではないか、
と考察した。
【００７２】
　この考察に従い、活性線硬化モノマーが架橋できる箇所を提供するために、分子鎖の長
い活性線硬化樹脂を塗布液中にある程度多量に配合した。即ち、上述の塗布液調製工程で
説明したように、溶媒と活性線硬化モノマー以外に、分子量が２５００以上の活性線硬化
樹脂を、塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含有するように塗布液組成を調整する
と共に、活性線硬化樹脂と活性線硬化モノマーとの合計固形濃度として３０質量％以上含
有する塗布液組成となるように塗布液組成を調製した。
【００７３】
　その結果、考察が的中し、塗布直後の塗膜が湿潤状態にあっても塗膜１０の硬化を進め
られるようになった。
【００７４】
　このことを図４により説明する。図４は、塗膜１０中の活性線硬化モノマーと活性線硬
化樹脂の状態を説明する説明図である。図４（Ａ）は、塗膜１０中に活性線硬化モノマー
１００のみが存在する状態を示した図である。即ち、図４（Ａ）は、従来技術である、活
性線硬化モノマーのみを含んだ塗布液を帯状支持体２０に塗布した状態を示したものであ
る。
【００７５】
　図４（Ａ）に示すように、活性線硬化モノマー１００は、モノマーなので分子鎖が短い
。 そのため、製膜可能な濃度で塗布すると、溶媒が存在するために、図４（Ａ）のよう
に活性線硬化モノマー１００同士が、溶媒中にばらばらに存在し、架橋点が物理的に離れ
ているので、活性線を照射して活性線硬化モノマーを活性化させても重合が進みにくい。
つまり、塗膜が硬化しにくい。だからといって、活性線硬化モノマー１００の濃度を高く
することによって架橋点同士を近づけようとすると、塗布液の粘度が高くなりすぎて、塗
布が困難になる。
【００７６】
　図４（Ｂ）は、活性線硬化樹脂１１０を含んだ塗布液を帯状支持体２０に塗布した状態
を示したものである。図４（Ｂ）から分かるように、濃度が低くても、活性線硬化樹脂１
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１０は長い分子なので、他の活性線硬化樹脂１１０の架橋点、または、活性線硬化モノマ
ー１００の架橋点と接触可能である。そのため、活性線を照射して、活性線硬化樹脂１１
０及び活性線硬化モノマー１００と確実にそれぞれ重合し、塗膜１０を硬化させることが
可能になる。
【００７７】
　その結果、図３（Ａ）～（Ｃ）に示すように、塗布直後の塗膜１０が湿潤状態にある場
合であっても、活性線照射によって塗膜１０の硬化反応を進めることができる。
【００７８】
　図３（Ａ）は、塗布工程直後の塗膜付きフィルムの断面の屈折率分布を示している。図
３（Ａ）に示すように、塗膜付きフィルムの断面の屈折率変化は、階段状であり、塗膜１
０と帯状支持体２０との界面で屈折率が急激に変化している。
【００７９】
　図３（Ｃ）は、塗布工程後約１秒～３秒経過後の塗膜付きフィルムの断面の屈折率分布
を示している。図３（Ｃ）に示すように、塗膜１０内の溶媒が帯状支持体２０に浸透する
ことにより、帯状支持体２０の上部に中間層４０が形成され始める。しかし、中間層４０
と帯状支持体２０、中間層４０とハードコート層である塗膜１０との界面が明確であり、
屈折率分布が階段状に変化する。
【００８０】
　この状態で、第１照射工程により活性線を塗膜１０及び中間層４０に照射することによ
り、図３（Ｂ）のように活性線硬化モノマーと活性線硬化樹脂とが硬化し、なだらかな屈
折率分布を保った状態を形成することができる。
【００８１】
　この場合、図３（Ａ）の状態から、活性線照射をすることをなく、しばらく放置すると
図３（Ｃ）の中間層４０の厚みが大きくなった状態になり、塗膜１０と中間層４０との界
面、及び中間層４０と帯状支持体２０との界面において光の反射が発生し、この反射を原
因として干渉ムラが発生する。
【００８２】
　以上より、活性線硬化樹脂や活性線硬化モノマーを硬化させる活性線の種類によらず、
また、活性線硬化樹脂や活性線硬化モノマー自身の種類によらず、同じメカニズムが働く
ことが分かる。
【００８３】
　上層に活性線硬化モノマーを含んだ溶液と、下層に分子量２５００以上の活性線硬化樹
脂を少なくとも含んだ基材浸透性溶液をウェットオンウェット塗布し、下層の溶媒・ハー
ドコート成分が基材へ浸透しすぎる前に活性線照射をすることも、本発明の技術思想に入
る（「溶媒と、活性線硬化モノマーと、活性線硬化樹脂とを含んだ塗布液を調製する調製
工程と、前記溶媒が浸透可能または溶解可能な支持体上に前記塗布液を塗布して塗膜を形
成する塗布工程」に含んでいる）ことに留意されたい。
【００８４】
　［本発明の第２の実施の形態］
　図５は、帯状支持体上に、２つの塗布液を同時重層塗布して上下２層の２層塗膜を形成
する場合に、本発明の塗膜付きフィルムの製造方法を適用した場合である。図１と同じ部
材や装置は同符号を付して説明する。なお、２層のうち下層に、硬化成分として活性線硬
化モノマーと分子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を含有させた例で説明するが、上層
に含有させてもよく、上層と下層の両方に含有させてもよい。
【００８５】
　（塗布液調製工程）
　図５に示すように、第１塗布液調整装置１２Ａでは、硬化成分として活性線硬化モノマ
ー以外に分子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を溶媒に含有させた下層用塗布液を調製
する。この下層用塗布液中には、目的の機能（例えば反射防止機能）を発揮する成分が含
有される。この場合、活性線硬化樹脂は、塗布液中に固形分濃度として３質量％以上含有
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するように塗布液組成を調整すると共に、活性線硬化樹脂と活性線硬化モノマーとの合計
固形濃度として３０質量％以上含有する塗布液組成となるように塗布液組成を調製する。
下層用塗布液に含有される活性線硬化モノマー、活性線硬化樹脂、重合開始剤は、第１の
実施の形態で上げたものと同様である。
【００８６】
　また、第２塗布液調製装置１２Ｂでは、上記目的とは別の機能（例えば防眩機能）を発
揮する成分を溶媒に含有させた上層用塗布液が調製される。
【００８７】
　下層用及び上層用の塗布液の溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、テトラヒド
ロフラン、酢酸エチル、酢酸メチル、メチルエチルケトン、フェノール、ニトロベンゼン
、クロロフェノール、クロロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロパノール、メチルイソブ
チルケトン、トルエン、メタノール等を好ましく用いることができる。
【００８８】
　このように調製された下層用及び上層用の塗布液は、それぞれ第１配管１４Ａ及び第２
配管１４Ｂを介して第１送液ポンプ１６Ａ及び第２送液ポンプ１６Ｂによって同時重層塗
布用の塗布装置３６に送液される。
【００８９】
　（同時重層塗布工程）
　図５に示すように、送出装置２２から送り出された帯状支持体２０は、先ず同時重層用
の塗布装置３６に搬送される。帯状支持体２０の搬送は、巻取装置２４の巻取力で搬送さ
せてもよく、あるいは搬送経路の途中に図示しないフィードローラ等の搬送装置を設けて
もよい。
【００９０】
　図５では塗布装置３６としてエクストルージョン型の塗布装置で図示したが、同時重層
塗布ができるものであればこれに限定されるものではない。例えば、カーテンコーティン
グ法等を採用できる。
【００９１】
　帯状支持体２０は、第１の実施の形態で使用したＴＡＣ，ＰＥＴ等を使用できる。この
場合、塗布液の溶媒と帯状支持体２０との関係において、溶媒が帯状支持体２０に浸透す
る関係にある場合には、第２の実施の形態を実施することで、層間混合の防止以外に干渉
ムラの問題も解決できる。
【００９２】
　（第１照射工程～第２照射工程）
　次に、下層用及び上層用の塗布液が同時重層塗布されて下層１０Ａと上層１０Ｂとから
なる２層塗膜１０が形成された帯状支持体２０は、第１活性線照射装置２６に搬送される
。そして、湿潤状態にある２層塗膜１０に活性線が照射される。活性線の種類及び照射条
件は第１の実施の形態と同様である。なお、下層１０Ａの硬化成分を含有させる場合には
、帯状支持体２０を挟んだ第１活性線照射装置２６の反対型に、活性線を反射する反射鏡
（図示せず）を配置することが好ましい。これにより、第１活性線照射装置２６から照射
された活性線が反射鏡で反射して２層塗膜１０表面からも照射されるようにすることが好
ましい。
【００９３】
　これにより、２層塗膜１０のうち活性線硬化モノマーと活性線硬化樹脂が含まれている
下層１０Ａ中の硬化成分の硬化率を１０～８０％まで上昇させる。この場合、下層１０Ａ
中に活性線硬化成分として、活性線硬化モノマー以外に活性線硬化樹脂が含まれているの
で、２層塗膜１０が湿潤状態であっても硬化を促進することができる。これにより、上下
層１０Ａ，１０Ｂの層間混合を防止できる。
【００９４】
　この場合、塗布工程からの時間が経過して２層塗膜１０の乾燥が進み過ぎた状態では、
層間混合が進行してしまうので、塗布直後の２層塗膜１０が湿潤状態にあるうちに活性線
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を照射することが必要である。湿潤状態の程度は第１の実施の形態で説明したと同様であ
る。
【００９５】
　次に、第１活性線照射装置２６で２層塗膜１０に活性線が照射された帯状支持体２０は
、第１乾燥装置２８に搬送される。そして、第１の実施の形態と同様に、２層塗膜１０の
活性線照射終了時から塗膜の固形分濃度が減率乾燥開始時固形分濃度の８０％に達するま
での図２の斜線部分における乾燥を、溶媒の平均蒸発速度が３．００ｇ／ｍ２・秒以下に
なる乾燥条件で行う。これによって、下層１０Ａの粘度が高くなって２層塗膜１０内の溶
媒が蒸発しにくくなっても、溶媒が突沸する等の乾燥異常が発生するのを防止できる。
【００９６】
　次に、第１乾燥装置２８で乾燥された帯状支持体２０は、第２乾燥装置３２、第２活性
線照射装置３４に順次搬送されて第１の実施の形態と同様に処理される。
【００９７】
　これにより、帯状支持体２０に複数の塗布液を同時重層塗布する場合の層間混合の問題
と塗膜が白化するという問題の両方を解決できる。
【００９８】
　なお、第１及び第２の照射工程で、２層塗膜１０中に酸素が存在しないことが好ましい
ことは第１の実施の形態と同様である。
【００９９】
　＜塗布液に活性線硬化樹脂を含有させた作用＞
　次に、第２の実施の形態において、下層１０Ａを形成する第１塗布液に活性線硬化樹脂
を含有させた作用を説明する。
【０１００】
　図６（Ａ）は、下層用塗布液と上層用塗布液とを同時重層塗布した塗布直後の２層塗膜
付きフィルムの断面を示す概略図である。
【０１０１】
　図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の２層塗膜１０に活性線を照射したときの２層塗膜付きフィ
ルムの断面を示す概略図である。
【０１０２】
　図６（Ｃ）は、図６（Ａ）の２層塗膜１０に活性線を照射しなかったか、又は照射した
としても下層１０Ａの硬化成分として活性線硬化モノマーだけで活性線硬化樹脂を含まな
いときの２層塗膜付きフィルムの断面を示す概略図である。
【０１０３】
　ここで、硬化成分である活性線硬化モノマーと活性線硬化樹脂とは、下層１０Ａに含ま
れている。また、下層１０Ａに含まれる溶媒は、帯状支持体２０に浸透する種類の溶媒で
ある。
【０１０４】
　図６（Ａ）に示されるように、同時重層塗布の塗布直後の２層塗膜付きフィルム５の断
面は、帯状支持体２０の上に下層１０Ａ、その上に上層１０Ｂが位置しており、帯状支持
体２０と下層１０Ａとの界面である第１界面１４０と、下層１０Ａと上層１０Ｂとの界面
である第２界面１５０とは、それぞれ明確になっている。
【０１０５】
　図６（Ａ）に示される状態の後、活性線を２層塗膜１０に照射したときの２層塗膜付き
フィルム５の断面を示すのが図６（Ｂ）である。
【０１０６】
　図６（Ｂ）に示されるように、下層１０Ａと上層１０Ｂとの界面である第２界面１５０
は、明確になっている。これは、活性線照射により下層１０Ａ内に含まれる活性線硬化モ
ノマーと活性線硬化樹脂とが硬化したことにより、下層１０Ａと上層１０Ｂとの混合が生
じなかったためである。このように、複数の層を同時重層塗布により製膜するときに、互
いに接触する上下層のうちの少なくとも片方に活性線硬化モノマーと活性線硬化樹脂とを
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含ませ、成膜後活性線照射することにより複数の層の混合を防止することができる。
【０１０７】
　また、帯状支持体２０と下層１０Ａとの界面である第１界面１４０は、不明確になって
いる。これは、下層１０Ａに含まれている帯状支持体２０に浸透する性質を持った溶媒と
活性線硬化モノマーとが、帯状支持体２０に浸透し、第１界面１４０において下層１０Ａ
から帯状支持体２０内部にかけて溶媒と活性線硬化モノマーの濃度が徐々に減少している
（屈折率が徐々に変動してゆく）ために、第１界面１４０が不明確になっているものであ
る。
【０１０８】
　ここで、第２の実施の形態の塗布液に使用する溶媒として、帯状支持体２０に浸透して
ゆく溶媒を使用することに限定するものではない。換言すると、塗布液中の溶媒が浸透す
る材質の帯状支持体２０に限定するものではない。
【０１０９】
　これにより、２層塗膜付きフィルム５を光学支持体として使用した場合に、第１界面１
４０での光の反射により発生する光の干渉を大幅に低減することが可能になり、製品の品
質を大幅に向上させることができる。
【０１１０】
　これに対して図６（Ｃ）のように、活性線を照射しなかったか、又は照射したとしても
塗布液中の硬化成分として活性線硬化モノマーだけで活性線硬化樹脂を含まないときには
、下層１０Ａと上層１０Ｂとが混合した層間混合層１６０が形成されている。これは、活
性線を照射しなかったか、又は照射したとしても塗布液中の硬化成分として活性線硬化モ
ノマーだけで活性線硬化樹脂を含まないために、下層１０Ａが硬化せず、下層１０Ａと上
層１０Ｂとが混合してしまったことにより発生したものである。
【０１１１】
　この結果、下層１０Ａと上層１０Ｂとが層間混合してしまい、それぞれの層の機能を果
たさなくなってしまう。また、中間層１７０が形成されることにより、層間混合層１６０
と中間層１７０との界面での光の反射、及び、中間層１７０と帯状支持体２０との界面で
の光の反射による干渉が発生して、光学支持体としての品質が大幅に低下する。
【０１１２】
　これらについて、図７において上記説明した作用が発揮されるメカニズムを説明する。
図７は、２層塗膜中の活性線硬化モノマーと活性線硬化樹脂の状態を説明する説明図であ
る。図７（Ａ）は、下層１０Ａ中に活性線硬化モノマー１００のみが存在する状態を示し
た図である。即ち、図７（Ａ）は、従来技術の一つである、活性線硬化モノマーのみを含
んだ塗布液を支持体に塗布した状態を示したものである。ここで、活性線硬化樹脂を含ん
でいても、活性線硬化樹脂の分子量が２５００未満の場合は、活性線硬化樹脂の長さが短
いので、図７（Ａ）と実質的に同じ状態になる。
【０１１３】
　図７（Ａ）に示すように、活性線硬化モノマー１００は、モノマーなので分子鎖が短い
。そのため、製膜可能な濃度で塗布すると、溶媒が存在するために、図６（Ａ）のように
活性線硬化モノマー１００同士が、溶媒中にばらばらに存在し、架橋点が物理的に離れて
いる。この結果、活性線を照射して活性線硬化モノマーを活性化させても重合できない。
つまり、塗膜が硬化しない。だからといって、活性線硬化モノマー１００の濃度を高くす
ることによって架橋点同士を近づけようとすると、塗布液の粘度が高くなりすぎて、塗布
が困難になる。
【０１１４】
　図７（Ｂ）は、硬化成分として活性線硬化モノマー以外に分子量２５００以上の活性線
硬化樹脂１１０を含んだ塗布液を帯状支持体２０に塗布した状態を示したものである。図
７（Ｂ）から分かるように、濃度が低くても、活性線硬化樹脂１１０は長い分子なので、
他の活性線硬化樹脂１１０の架橋点、又は活性線硬化モノマー１００の架橋点と接触可能
である。そのため、活性線を照射して、活性線硬化樹脂１１０及び活性線硬化モノマー１
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００と確実にそれぞれ重合し、塗膜を硬化させることが可能になる。
【実施例】
【０１１５】
  支持体上に塗膜を単層塗布して、本発明の塗膜付きフィルムを製造する場合に、本発明
の塗膜付きフィルムの製造条件を満足する場合と、満足しない場合とで製造された塗膜付
きフィルムの白化がどのようになるかを試験した。合わせて、活性線硬化成分として、活
性線モノマー以外に分子量が２５００以上の活性線硬化樹脂を使用することで干渉ムラが
どのようになるかも調べた。
【０１１６】
　（１）支持体
  支持体としてトリアセチルセルロースフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ、富士フイルム（
株）製、厚み６０μｍ）を使用した。
【０１１７】
　（２）塗布液調製工程
  以下の組成の塗布液を調製した。
【０１１８】
・溶媒（メチルエチルケトン、酢酸メチル １：１混合液） ５０質量％
・ＵＶ硬化モノマー（日本化薬製 ＰＥＴ－３０）　　 　２３．５質量％
・ＵＶ硬化樹脂（ウレタンアクリレート）　　　　　  　２３．５質量％
・重合開始剤（ＢＡＳＦ製 イルガキュア３６９） 　　　　　３質量％
（３）塗布工程
　エクストルージョン型ダイコータを用いて、調製した塗布液を支持体上に塗布した。塗
布は、支持体を搬送速度３０ｍ／分で搬送しながら、ウエット塗布量が１５ｃｃ／ｍ２に
なるように塗布した。
【０１１９】
　（４）第１照射工程
  第１照射工程では、塗布工程で塗布された塗膜が湿潤状態で、ＵＶ照度を０．５Ｗ／ｃ
ｍ２、ＵＶ照射量を０．０２Ｊ／ｃｍ２の照射条件で行った。そして、照射時間を変える
ことによって、ＵＶ照射後の塗膜中の硬化成分の硬化率を、５％、１０％、５０％、８０
％、９０％の５水準について行った。
【０１２０】
　（５）乾燥工程
　乾燥工程では、第１照射工程での活性線照射終了時から塗膜の固形分濃度が減率乾燥開
始時固形分濃度の８０％に達するまでの間、塗膜中の溶媒が蒸発する平均蒸発速度が３．
００ｇ／ｍ２・秒以下の場合（本発明を満足）と、３．００ｇ／ｍ２・秒を超える場合（
本発明を満足しない）とで試験した。即ち、平均蒸発速度が０．９０ｇ／ｍ２・秒、２．
４５ｇ／ｍ２・秒、３．００ｇ／ｍ２・秒、３．１８ｇ／ｍ２・秒、３．８３ｇ／ｍ２・
秒の５水準について行った。
【０１２１】
　（６）第２照射工程
　第２照射工程では、乾燥後の塗膜への照射は、ＵＶ照度を０．５Ｗ／ｃｍ２、ＵＶ照射
量を０．３Ｊ／ｃｍ２の照射条件で行った。なお、第１及び第２の照射工程ともに、ＵＶ
照射には、ＬＥＤを用いたＵＶ照射装置[（株）センテック製ＯＸ２２４]を用いた。
【０１２２】
　上記（１）～（６）によって、塗膜付きフィルムを製造した。製造された塗膜付きフィ
ルムのサンプルは次の通りである。
・実施例１…硬化率５０％、平均蒸発速度０．９０ｇ／ｍ２・秒で本発明を満足する。
・実施例２…硬化率５０％、平均蒸発速度２．４５ｇ／ｍ２・秒で本発明を満足する。
・実施例３…硬化率５０％、平均蒸発速度３．００ｇ／ｍ２・秒で本発明を満足する。
・実施例４…硬化率１０％、平均蒸発速度２．４５ｇ／ｍ２・秒で本発明を満足する。
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・実施例５…硬化率８０％、平均蒸発速度２．４５ｇ／ｍ２・秒で本発明を満足する。
・比較例１…硬化率５０％、平均蒸発速度３．１８ｇ／ｍ２・秒で平均蒸発速度が本発明
を満足しない。
・比較例２…硬化率５０％、平均蒸発速度３．８３ｇ／ｍ２・秒で平均蒸発速度が本発明
を満足しない。
・比較例３…硬化率５％、平均蒸発速度２．４５ｇ／ｍ２・秒で硬化率が本発明を満足し
ない。
・比較例４…硬化率９０％、平均蒸発速度２．４５ｇ／ｍ２・秒で硬化率が本発明を満足
しない。
【０１２３】
　（７）総合評価方法
　〈白化目視検査〉
　作製した実施例１～６及び比較例１～４の塗膜付きフィルムに光を照射し、目視にて白
化の有無を検査した。
【０１２４】
　〈干渉ムラ目視検査〉
  作製した塗膜付きフィルムの裏面に黒色塗料を塗布し、塗膜を形成した側から塗膜付き
フィルムを目視で観察し、干渉ムラの有無を検査した。
【０１２５】
　（８）試験結果
  評価結果を図８の表に示す。
【０１２６】
　図８の表に示すように、本発明の塗膜付きフィルムの製造条件を満足する実施例１～６
は、塗膜の白化が生じなかった。また、実施例１～６は干渉ムラもなかった。
【０１２７】
　これに対して、平均蒸発速度３．００ｇ／ｍ２・秒以下を満足しない比較例１及び２は
、塗膜に白化が認められた。また、硬化率が５％の比較例３は、硬化不足で白化はないが
、干渉ムラが認められた。更に、硬化率が９０％の比較例４は、硬化過多のために塗膜の
剥がれがあり、白化以前の問題であった。
【０１２８】
　なお、図８の表では示さなかったが、実施例１～６について、塗膜の固形分濃度が減率
乾燥開始時固形分濃度の８０％を超えた後、比較例１の平均蒸発速度である３．１８ｇ／
ｍ２・秒に上げて乾燥を行ったが、白化現象は生じなかった。即ち、塗膜の固形分濃度が
減率乾燥開始時固形分濃度の８０％以下の塗膜中の溶媒の蒸発が活発なときに、平均蒸発
速度である３．００ｇ／ｍ２・秒以下にして、緩やかな乾燥を行うことが重要であること
が分かった。
【符号の説明】
【０１２９】
　１０…塗膜、１０Ａ…下層、１０Ｂ…上層、１２…塗布液調製装置、１４…配管、１６
…送液ポンプ、１８…塗布装置、２０…帯状支持体、２２…送出装置、２４…巻取装置、
２６…第１活性線照射装置、２８…第１乾燥装置、３０…屈折率分布グラフ、３２…第２
乾燥装置、３４…第２活性線照射装置、４０…中間層、１００…活性線硬化モノマー、１
１０…活性線硬化樹脂
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